
PDF issue: 2025-01-15

新労農党論の一視点

TAKAHASHI, Hikohiro / 高橋, 彦博

(出版者 / Publisher)
法政大学社会学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
社会労働研究 / Society and labour

(巻 / Volume)
28

(号 / Number)
1・2

(開始ページ / Start Page)
41

(終了ページ / End Page)
70

(発行年 / Year)
1982-02-20
(URL)
https://doi.org/10.15002/00006698



満
州
事
変
前
夜
の
状
況
に
お
い
て
、
合
法
左
翼
派
の
立
場
で
活
動
を
展
開
し
て
い
た
新
労
農
党
と
呼
ば
れ
る
党
が
あ
っ
た
。
正
式
名
称

は
労
農
党
。
党
首
は
大
山
郁
夫
。
党
員
の
数
は
最
高
時
で
約
七
、
○
○
○
人
肉
務
省
調
ぺ
）
。
活
動
期
間
は
短
く
、
一
九
一
一
九
年
二
月

結
党
、
一
九
三
一
年
七
月
、
合
同
に
よ
る
解
消
と
、
一
年
半
ほ
ど
の
寿
命
の
党
で
あ
っ
た
。

小
さ
な
短
命
の
党
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
党
は
、
当
時
の
左
翼
陣
営
に
波
欄
を
呼
ん
だ
党
で
あ
り
、
そ
の
後
、
こ
の
党
を
ど
の
よ
う
に
評

価
し
、
ど
の
よ
う
に
運
動
史
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
社
会
主
義
運
動
の
関
係
者
、
ま
た
は
労
働
運
史
研
究
者
の
一
定
期
間
の
検

新
労
農
党
論
の
一
視
点

四
一

五四三二一
、､、、､

は
じ
め
に

「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
独
自
の
指
導
部
」

旧
労
農
党
に
お
け
る
轡
記
局
専
政
体
制

新
労
農
党
に
お
け
る
「
新
形
態
」
と
「
新
機
櫛
」

新
労
農
党
に
お
け
る
政
治
的
多
元
主
義
の
実
験

Ｉ
む
す
び
に
か
え
て
Ｉ

新
労
農
党
論
の
一
視
点

一
、
は
じ
め
に

高
橋
彦
博



最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
評
症

の
二
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

新
労
農
党
騰
の
一
視
点

四
二

討
と
論
議
を
必
要
と
し
た
複
雑
な
内
容
を
持
っ
た
党
で
あ
っ
た
。

第
二
次
大
戦
後
、
わ
が
国
の
労
働
運
動
史
研
究
が
本
格
的
な
歩
み
を
開
始
し
た
と
き
、
新
労
農
党
は
次
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
た
。

「
か
く
て
党
は
（
共
産
党
の
こ
と
ｌ
引
用
者
）
、
い
ま
や
か
か
る
党
内
の
動
揺
と
不
確
信
を
清
算
す
る
た
め
に
は
政
獲
同
盟
を
革
命
的
に
解
体
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
瞼
に
到
達
し
た
。
こ
こ
に
革
命
的
解
体
と
は
、
同
盟
内
の
革
命
的
要
素
を
急
速
に
共
産
党
へ
再
組
織
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
つ
い
に
力
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
労
農
政
党
否
定
の
た
め
の
党
の
努
力
を
一
挙
に
く
つ
が
え
す
公
然
の
企
て
が
、
一

（
マ
マ
）

九
二
九
年
八
月
七
日
、
大
山
郁
夫
、
細
迫
兼
光
、
上
村
進
連
署
の
『
新
労
艘
党
樹
立
の
提
案
』
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
政
穫
同

盟
は
分
裂
し
、
左
翼
陣
営
は
今
や
合
法
派
・
非
合
法
派
の
惨
た
る
相
剋
の
修
羅
場
と
化
す
に
い
た
っ
た
。
」
「
以
上
の
ご
と
く
革
命
の
主
体
的
勢
力
の
弱

化
と
指
導
力
の
後
退
は
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
指
導
分
子
に
活
動
の
機
会
を
あ
た
え
、
結
集
す
ぺ
き
組
織
を
み
う
し
な
っ
た
左
翼
大
衆
の
一
定
部
分
を
し

て
新
労
農
党
に
参
加
せ
し
め
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
新
労
農
党
は
結
成
の
最
初
か
ら
共
産
党
の
反
対
を
お
し
き
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

も
は
や
旧
労
働
農
民
党
の
ご
と
く
共
産
党
と
組
織
的
連
絡
を
も
つ
こ
と
は
全
然
な
く
、
そ
の
指
導
部
は
最
初
か
ら
い
わ
ゆ
る
労
農
党
第
一
主
義
を
も
っ

て
運
動
を
推
進
せ
し
め
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
活
動
は
す
ぺ
て
現
実
に
は
左
翼
の
勢
力
を
二
分
し
、
共
産
党
や
日
本
労
働
組
合
全
国
協
蟻
会
と

対
立
し
、
ま
た
は
対
立
を
固
定
化
し
、
左
翼
勢
力
の
拡
大
強
化
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
左
翼
勢
力
を
分
裂
せ
し
め
る
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
（
社

会
経
済
労
働
研
究
所
『
近
代
日
本
労
働
者
運
動
史
』
一
九
四
七
年
、
白
林
社
、
一
○
四
～
一
○
五
ペ
ー
ジ
。
）

き
わ
め
て
否
定
的
な
評
価
が
、
新
労
農
党
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
右
の
引
用
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

（
１
）
 

最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
と
は
違
っ
た
と
ら
』
え
方
が
新
労
農
党
に
対
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
例
と
し
て
、
次

「
労
働
農
民
党
の
再
建
も
、
大
山
郁
夫
ら
に
よ
っ
て
新
党
準
備
会
の
形
で
す
す
め
ら
れ
、
一
九
一
一
八
年
十
一
一
月
に
は
新
党
『
労
働
者
選
民
党
』
の
創
立

大
会
が
ひ
ら
か
れ
た
が
、
政
府
は
、
大
会
三
日
月
に
新
党
の
結
社
禁
止
を
命
令
し
た
。
党
は
、
こ
の
間
、
合
法
的
な
労
農
政
党
に
た
い
す
る
従
来
の
方

針
を
賑
換
し
て
、
共
産
党
以
外
の
労
農
政
党
結
成
の
進
歩
的
な
意
義
を
原
則
的
に
否
定
す
る
立
場
を
と
り
、
新
党
が
禁
止
さ
れ
た
の
ち
は
、
労
働
者
、
・

農
民
を
過
渡
的
に
結
集
す
る
非
政
党
的
な
組
織
と
し
て
『
政
治
的
自
由
独
得
労
農
同
盟
』
を
つ
く
る
に
と
ど
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
、
合
法
的
な



政党樹立のくわだてをこすぺて前衛党を否定する解党主義、合法主義として非難する態度をとった。これは、一九二八年七Ⅱ八
月にひらかれたコミンテルン第六回大会で、植民地・従属国の革命運動に関連してぁらたに定式化された方針ｌ『労働者農民
党は、その性格がある時期にどんなに革命的であっても、容易に通常の小ブルジョア政党に変質するから、共産主義者はそのよ
うな政党の組織を勧告してはならない』という決定にもとづくものであったが、進歩的な民主主義勢力の結集を妨げるセクト主
義的な方針であった。」（『日本共産党の五十年ｌ増補版ｌ』一九七七年、日本共産党中央委員会出版局、四九～五○ページ。）
「こうして、共産党は突如、労農政党無用論に急転換した。当時の日本共産党はコミンテルンの支部であり、その決定を無条件
に実行しなければならぬ立場にあった・こんにら、このテーゼは、その起草報告者クーシネンによって自己批判されている問題
の多いテーゼであり、第七回大会のデイミトロフ報告では、アメリカの例をあげて、労挫政党の必要性を承認し、事実上修正さ
れていることや、ファシズム下でのブルガリアの例からみて、この方針自体が誤りであったといってよい。」（犬丸義一『日本人
民
戦
線
運
動
史
』
一
九
七
八
年
、
青
木
書
店
、
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
。
）

非合法共産党に度重なる弾圧が下され、共産党と大衆との結び付きが切断されている状況で、合法左翼政党を出現
させることは、共産党に対する大衆の結集を妨げる分裂策動以外のなにものでもない、とするのがかっての新労農党
についての評価であった。今日では、そのような新労農党に対するとらえ方は、特定の党派的立場に立って、他の政
治的党派と大衆運動のあり方を排除するセクト主義以外のなにものでもない、と否定し去られているのである。”
わが国の労働運動史研究史上における新労農党問題は、こうして決着がつけられたかに見える。しかし、以上の引
用から明らかなように、新労農党の結党を阻止しようとしたかっての左翼運動のあり方への運動論的批判がまずあっ
て、そこから新労農党の結党を分裂主義の現われとする運動史上の評価が否定し去られる結果が生じているだけであ
って、新労農党に関する論議は、新労農党結党の意義を薇極的に評価するところまで充分に進んでいるとはいえない
の
が
現
状
で
あ
る
。

新
労
農
党
騰
の
一
視
点

（
２
）
 

四



論
は
、
「
日
本
無
産
運
動
史
に

意
図
を
も
持
つ
も
の
で
あ
る
。

新
労
農
党
論
は
、
同
時
に
大
山
郁
夫
論
を
も
意
味
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
る
著
名
な
政
治
学
者
は
一
九
八
○
年
、
大
山
郁
夫
の
生
誕
百

年
を
記
念
す
る
機
会
に
「
私
は
か
ね
が
ね
、
日
本
無
産
運
動
史
に
お
け
る
大
山
郁
夫
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
『
政
治
の
社
会
的
基
礎
』
や

『
現
代
日
本
の
政
治
過
程
』
の
著
者
と
し
て
の
大
山
が
、
日
本
の
社
会
科
学
へ
の
貢
献
と
い
う
点
で
、
た
と
え
ば
河
上
肇
・
櫛
田
民
蔵
。

（
３
）
 

野
呂
栄
太
郎
と
い
う
よ
う
な
人
と
比
べ
て
、
あ
ま
り
に
も
看
過
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
を
抱
い
て
い
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
以
下
の
小

論
は
、
「
日
本
無
産
運
動
史
に
お
け
る
大
山
郁
夫
の
評
価
」
と
い
う
側
面
か
ら
、
大
山
郁
夫
の
政
治
学
の
特
質
と
そ
の
評
価
へ
接
近
す
る

り
、
豆

た
い
。

新
労
農
党
艤
の
一
視
点

四
四

新
労
農
党
（
正
砿
に
は
労
農
党
）
が
結
党
さ
れ
て
か
ら
五
○
余
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
。
こ
の
時
点
で
、
新
労
農
党
の
結
党
経
過
を
振
り
返

、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
あ
る
一
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
新
労
農
党
論
の
さ
ら
な
る
展
開
の
た
め
の
検
討
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
し

（
１
）
日
本
労
働
運
励
史
に
関
す
る
最
初
の
通
史
と
し
て
、
「
未
開
拓
の
領
域
に
最
初
の
鍬
を
う
ち
お
ろ
し
た
」
と
の
自
負
を
持
っ
て
、
一
九
四
七
年

に
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
社
会
労
働
経
済
研
究
所
箸
『
近
代
日
本
労
働
者
運
動
史
』
（
白
林
社
刊
）
で
あ
っ
た
。
戦
後
直
ち
に
水
単
の
高
い
、
網
羅

的
な
通
史
把
握
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
の
記
録
と
し
て
、
こ
の
書
は
今
日
で
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
内
容
の
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

通
史
は
「
渡
部
徹
が
全
篇
を
か
き
下
し
」
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、
編
者
は
し
が
き
、
参
照
）
。
と
こ
ろ
で
、
『
近
代
日
本
労
働
者
運
動

史
』
に
お
け
る
新
労
農
党
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
は
、
渡
部
徹
『
日
本
の
労
働
運
動
』
一
九
四
九
年
、
三
一
脅
房
、
に
お
い
て
、
「
と
く
に
新

労
農
党
は
ｐ
さ
き
だ
け
は
革
命
的
で
あ
っ
て
も
本
質
は
中
間
派
の
政
党
と
何
ら
異
る
と
こ
ろ
な
く
革
命
運
動
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
闘

争
に
よ
っ
て
明
か
に
示
し
た
」
（
一
六
九
ペ
ー
ジ
）
と
、
強
化
す
る
形
で
継
受
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
や
が
て
、
新
労
農
党
の
評
価
に
新
た
な

視
点
が
提
起
さ
れ
、
研
究
史
上
の
新
労
農
党
問
題
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
生
の
契
機
は
「
六
全
協
」
で
あ
り
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
」

で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
新
労
農
党
の
合
法
政
党
と
し
て
の
あ
り
方
に
「
正
当
性
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
疑
問
が
提
起

さ
れ
た
の
は
、
渡
部
徹
〃
暗
い
谷
間
〃
『
社
会
主
義
講
座
７
、
日
本
の
社
会
主
義
』
一
九
五
六
年
、
河
出
書
房
、
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
．



この問題提起は、渡部徹〃反体制運動の組織化〃『現代反体制運動史Ⅱ』一九六○年、青木書店、や、渡部徹〃無産階級運
動川『岩波灘座、日本歴史釦、現代３』一九六三年、岩波書店、に継承されるものとなって、研究史上の新労農党問題が展
開されることになった・同じ頃、塩田庄兵衛川一九二九’一一一五年における日本の経済危機と労働運動Ⅱ『労動運動史研究』
第一九号、一九六○年一月や、犬丸義一〃合法無産政党〃『日本労働運動の歴史』一九六○年、三一新書、においても同じ
ように新労農党問題が提起された。実は、第二次大戦後、早い時期から共産党の内部では、新労農党に対する戦前の非合法
共産党による方針が誤っていたとする溺織が広まっていた。しかし、そのことが谷口善太郎、杉本文雄などの発言によって
明らかにされたのも一九五五年以降である（『大山郁夫年譜』一九七一年、大山会刊、一一一六ページ以下、参照）。

（２）日本労働運動史に関する通史記述の中で、新労農党にふれ、特色ある指摘を行なっている例は、『京都地方労働運動史』
一九五九年初版、一九六八年増補版、など何例かある・ここでは、新労農党論がとくに試みられた例として、以下の四点を
あげておきたい・神山茂夫〃大山郁夫評伝の一問題点によせてＩ未公開『赤旗』を中心賓料とする一つの覚書ＩⅢ『労働運
動史研究』第一七号、一九五九年九月・執筆時点は一九五六年八月、とされている。岩村豊志夫〃新労農党臆〃『労働運動
史研究』第三九号、一九六五年七月（のち、『日本人民戦線史序説』一九七一年、校倉替房、に収録）。岡本宏〃労働農民党
再建問題川『佐擾大学経済総集』第一巻一号、一九六七年・犬丸溌一川新労農党Ⅱ『現代マルクスⅡレーニン主義事典』（上）、
一
九
八
○
年
、
社
会
思
想
社
。

（３）丸山真男〃思い出すままに側『大山郁夫〔評伝・回想〕』「回想」の部、一九八○年、新評鶴社、二一一一一ページ。一九一一一二
年二月、大山郁夫は亡命を余儀なくされた。この時、宵年・丸山真男は「何となく、たとい遠くからでも大山さんを見送り
たいという気持、いや見送らねばならぬという義務感のようなものに馳られ」て、「大山さんの出発の日、私は高等学校の
寮から東京駅まで出向いた」という（同欝、一一一一一～一一一一一一ページ）。これは日本の政治学史を考えるさいの印象的な一駒
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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わ
が
国
に
お
け
る
普
通
選
挙
制
度
の
実
施
に
対
応
し
て
最
初
に
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
一
九
二
六
年
三
月
に
結
党
さ
れ
た
労
働
農
民

党
で
あ
っ
た
。
こ
の
労
働
農
民
党
が
一
九
二
八
年
四
月
に
田
中
義
一
内
閣
に
よ
っ
て
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
あ
と
、
再
建
さ
れ
た
の
が
一
九
、

一
一
九
年
一
一
月
結
党
の
労
農
党
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
農
党
は
労
働
農
民
党
の
後
身
で
あ
る
と
位
極
づ
け
ら
れ
、
労
働
農
民
党
が
労

、
、

、
、
、
、

農
党
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
労
農
党
は
新
労
農
党
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
だ
が
は
た
し
て
、
両
者
の
関
係
を
そ
う
と
ら
え
る
だ
け
で
充
分
で

新
労
農
党
の
前
身
で
あ
る
旧
労
農
党
に
つ
い
て
、
か
っ
て
中
間
派
無
産
政
党
の
指
導
者
で
あ
っ
た
河
野
密
は
、
「
門
戸
解
放
に
ふ
み
切

っ
た
以
後
の
労
働
農
民
党
」
、
す
な
わ
ち
、
左
派
が
指
導
権
を
掌
握
し
た
後
の
労
農
党
は
「
表
面
は
合
法
的
な
大
衆
政
党
で
あ
っ
た
が
、

（
１
）
 

そ
の
実
体
は
ほ
と
ん
ど
共
産
党
の
外
郭
ｌ
偲
偶
政
党
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
河
野
の
こ
の
労
農
党
評
価
は
、
中
間

派
の
立
場
か
ら
す
る
左
派
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
左
派
の
内
部
か
ら
も
、
河
野
の

批
判
を
肯
定
す
る
内
容
の
証
言
が
な
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
あ
る
。

谷
口
善
太
郎
は
、
左
派
的
労
働
組
合
で
あ
る
日
本
労
働
組
合
評
議
会
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
り
、
非
合
法
共
産
党
の
一
員
で
も
あ
っ
た

か
ら
、
労
農
党
の
実
態
に
詳
し
か
っ
た
。
そ
の
谷
口
は
、
非
合
法
共
産
党
が
「
た
ん
に
理
論
的
な
影
響
の
み
な
ら
ず
組
織
的
具
体
的
な
結

合
を
樹
立
し
て
労
農
党
を
共
産
党
の
政
策
遂
行
の
機
関
へ
転
化
さ
せ
た
」
事
実
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
谷
口
に
よ
れ
ば
、
労
農
党
の

内
部
に
お
け
る
「
共
産
党
の
政
策
遂
行
の
機
関
」
と
は
「
労
農
党
内
の
轡
記
局
が
そ
れ
で
あ
る
」
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
谷
口
は
、
合
法

大
衆
政
党
の
播
記
局
が
、
非
合
法
共
産
党
の
政
策
遂
行
機
関
と
し
て
占
拠
さ
れ
て
い
た
実
態
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
て

あ
ろ
う
か
。

二
、
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
独
自
の
指
導
部
」

新
労
農
党
総
の
一
視
点
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いる。「この書記局は厳密な意味におけるいわゆる党外大衆団体における党のフラクションというがごときものでは
なかった・それはどこまでも労農党綻卦機関の顔をして、その立場を利用して党の政策を実践些定とする組織で

（
２
）
 

あ
っ
た
・
だ
か
ら
そ
の
活
動
は
徹
頭
徹
尾
党
外
大
衆
の
発
意
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」

谷口が認めているのは、労農党が非合法共産党の代行組織になっている実態であった。労農党員である共産党員が、
党内グループを形成して、労農党を内部から操作しようとするフラクション活動の場合、労農党の大衆政党としての
独自性は、辛うじて表面的に保たれるといえよう・だが、合法的大衆政党である労農党の指導機関が、そのまま非合
法共産党の政策を遂行する非合法共産党の一機関となっているとき、もはや労農党の大衆政党としての独自性は一片
だに存在せず、労農党は、非合法共産党の合法活動の組織形態にほかならなくなっているのであった。そして、非合
法共産党にとっては、旧労農党のような合法的大衆政党は、非合法共産党の代行組織としてのみ、その存在意義を認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

非合法共産党による大衆政党に対する代行政党化の方針は、たとえば福本イズムの影響によって、｜時期だけ、旧
労農党に示された方針であるという性格のものではなかった。労農党が解党されたあと、新労農党の結党が取り組ま
れている過程でも、「撒布されるビラには、委員長大山郁夫の署名が時折見えるが、それとて大山の全然あずかり知
らないものだ｛程」という実情があったのであり、労農党に見られた書記局占拠と書記専制による大衆政党の代行機
関化は、非合法共産党の組織方針として一貫していたと見ることができる。戦前の非合法共産党の場合、大衆運動の
独自の領域を認める視点がほとんどなかった。そこから、非合法共産党に大衆政党を連動させる「ベルト理論」を越
えて、大衆政党を非合法共産党の一機関化する代行機関化の組織方針が、むしろ体質的な政治姿勢として示される結
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果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
労
農
党
が
解
散
さ
れ
た
あ
と
、
新
労
農
党
の
結
党
が
大
衆
運
動
と
し
て
取
り
組
ま
れ
る
過
程
で
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、
旧
労

農
党
の
復
活
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
旧
労
農
党
時
代
の
苦
い
経
験
に
も
と
づ
く
、
新
た
な
大
衆
政
党
の
構
築
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
あ
る
側
而
に
お
け
る
旧
労
農
党
の
否
定
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
非
合
法
共
産
党
は
新
労
鍵
党
に
対
し
て
、
旧
労
農
党
に
対
す
る
姿
勢
以
上
に
厳
し
い
、
そ
の
存
在
意
義
の
全
面
否
定
と
い
う
評
価

を
与
え
た
の
で
あ
り
、
党
の
内
外
か
ら
す
る
解
消
運
動
の
展
開
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
新
労
農
党
が
、
そ
の
結
党
に
あ
た
っ
て
、
第
二

の
労
農
党
化
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
配
慮
を
行
な
っ
て
い
た
事
実
こ
そ
、
新
労
農
党
論
と
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
新
労
農
党
の
結
党
と
運
動
を
、
実
践
的
に
否
定
し
理
論
的
に
無
視
す
る
と
ら
え
方
が
、
今
日
、
問
題
と
さ
れ
る

の
は
、
そ
れ
ら
が
、
新
労
農
党
に
お
い
て
大
衆
政
党
と
し
て
の
独
自
性
が
志
向
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
否
定
し
無
視
す
る
と
ら
え
方
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
と
、
批
判
の
視
点
が
深
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

新
労
農
党
が
、
旧
労
農
党
の
全
面
複
活
を
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
旧
労
農
党
を
負
の
遺
産
と
と
ら
え
、
か
っ
て
の
労

農
党
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
新
労
農
党
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
事
実
は
、
大
山
郁
夫
・
上
村
進
・
細
迫
兼
光
の
三
名
に
よ
る
〃
新
労
農
党
樹

立
の
提
案
〃
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
、
非
合
法
共
産
党
は
、
新
党
樹
立
を
完
全
に
否
定
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
’
九
一
一
九
年
八
月
八
日
、
大
山
ら
一
一
一
名
は
新
党
樹
立
の
提
案
に
踏
み
切
り
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
大
衆
政
党
組
織
化
の
方
針
を
明
ら

が
、
’
九
二
九
年
八
月
『

か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
私
等
は
、
現
在
に
於
け
る
我
斉
の
主
体
的
条
件
お
よ
び
客
観
的
状
勢
に
照
応
し
て
、
提
議
さ
れ
た
る
『
新
労
農
党
』
の
性
質
・
任
務
．
お
よ
び
組
織

形
態
に
関
す
る
根
本
的
諸
原
則
は
、
必
然
に
次
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
。
す
な
は
ち
『
新
労
農
党
』
は
－



て
強
力
に
展
開
す
る
。

白
他
方
、
か
上
る
立
場
に
即
し
て
、
戦
闘
的
戦
線
統
一
の
決
定
的
実
現
に
努
力
す
る
。

働雛麺蝿聰甑締計馴罐爺鯛鱒鮮鯰刎織辨艦翻譜總纈熊洗蓬の内恒常的政治的
〃新労農党樹立の提案〃が、新しい党の性質と任務を明らかにするだけではなく、組織方針をも明示している点に

注目しておきたい。そして、新しい党の組織方針で、とくに「党内デモクラシー」と「独自の指導部」が強調された
理
由
に
つ
い
て
、
〃
新
労
艇
樹
立
の
提
案
〃
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「我々が勇敢に我々の責任に於てその任務を担当しようとの決意を固めた以上、我々はそれに相応した恒常的政治的組織を持た
ねばならぬ。しかも、その組織に於て、我々自身の独立の指導部を持たねばならぬ。だが、我々が大衆と共にある時のみ強く、
大衆を離れては全然無力であることを知る以上、我々は大衆の意志を常に我々の組織の指導部に反映させるための通路を開いて
おかねばならぬ。そしてそれは、完全なる党内デモクラシーの確立によってのみ、なし得られるものであることは無論である。」
「党内デモクラシーについては、我々は決して全然の無経験者ではない。だが、我々の陣営に於ける従来のそれは、少くとも完
全なものではなかったといふことには、何人も異存がないであらう。若しそれが完全なものであったならば、我々の陣営は或ひ
は現在の停頓状態にまでは来ないで済んだかも知れない。だが、既往を答めるのは、た笈将来への参考になる範囲に於てのみな
すぺきものである以上、我々はその詮索立てに徒らに時間を浪費してはならない。のみならず、我々の陣営が現状に来るまでに
我々が持った闘争経験は、一切の功過を清算した後にも、少くとも非常に意義深いものであったといふことは、我々は大衆と共
に完全に断言出来ると思ふ。それ故に私等は、效ではた質、この提案に於て提議された新労農党の組織形態を決するに際しては、
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白労働者・農民・無産市民その他一切の被圧迫民衆の利害を不断に．強力に．現実的に．効果的に擁護伸張するために、大衆的
日
常
闘
争
主
義
を
全
活
動
の
基
礎
と
す
る
。

。かくて個々の場面における闘争を、政治的要求にその必然的連関に於て結び付け、全闘争を政治的自由穫得闘争に集中統一し
展
開
す
る
。
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あ
く
ま
で
党
内
｝
ナ
モ
ク
ラ
シ
１
を
完
備
す
る
手
段
を
識
ず
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
け
ば
い
ｊ
の
だ
。
」

こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
旧
労
農
党
時
代
の
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
不
充
分
さ
が
問
題
に
さ
れ
、
そ
の
負
の
遺
産
の
克
服
と
し
て
新

労
農
党
に
お
け
る
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
確
立
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
〃
新
労
農
党
樹
立
の
提
案
〃
が
、

「
親
愛
な
る
全
国
の
戦
闘
的
労
働
者
農
民
藷
君
の
前
に
」
提
示
さ
れ
た
「
提
案
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
新
党
結
成
を
「
大
衆
的
討
議
」

に
よ
っ
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
開
か
れ
た
運
動
体
の
あ
り
方
を
求
め
る
第
一
歩
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
京
、
大
阪
、
奈
良
、
新
潟
、

茨
城
、
青
森
、
兵
庫
、
函
館
、
京
都
等
々
に
お
い
て
、
地
方
選
挙
を
通
じ
て
選
挙
闘
争
同
盟
や
無
産
団
体
協
議
会
が
組
織
さ
れ
、
そ
れ
ら

の
組
織
が
た
と
え
ば
大
阪
地
方
政
治
対
策
協
議
会
と
し
て
選
挙
後
も
定
着
し
、
恒
常
的
政
治
組
織
化
す
る
傾
向
が
あ
る
実
態
を
ふ
ま
え
、
こ

れ
ら
の
大
衆
的
自
然
発
生
的
要
求
を
集
約
し
た
全
国
的
大
衆
政
党
組
織
化
方
針
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
〃
新
労
農
党
樹
立
の
提
案
〃

で
あ
っ
た
。
大
衆
の
要
求
と
動
向
を
中
央
で
集
約
し
、
一
つ
の
政
治
路
線
と
し
て
ま
と
め
た
上
で
大
衆
に
返
し
、
大
衆
に
確
認
さ
せ
る
と

い
う
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
る
試
み
の
中
で
、
新
労
農
党
に
お
け
る
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
組
織
原
則
が
褐

そ
し
て
、
当
時
の
左
派
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
新
労
農
党
批
判
は
、
こ
の
新
労
農
党
の
組
織
方
針
で
あ
る
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
独

自
の
指
導
部
」
に
向
け
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
〃
新
労
農
党
樹
立
の
提
案
〃
が
発
表
さ
れ
た
翌
日
の
日
付
け
、
す
な
わ
ち
一
九
一
一
九
年

（
６
）
 

八
月
九
日
付
で
発
表
さ
れ
た
「
労
農
同
盟
全
国
委
員
会
」
の
声
明
は
、
大
山
郁
夫
ら
一
一
一
名
の
提
案
に
つ
い
て
、
「
氏
等
の
〈
ロ
法
党
組
織
の

原
則
は
『
完
全
な
る
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
『
独
自
の
指
導
部
』
『
恒
常
的
政
治
組
織
』
『
合
法
的
左
翼
政
党
』
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
×
×

党
の
指
導
を
拒
否
し
、
×
×
に
対
す
る
『
独
自
の
指
導
部
』
を
以
て
運
動
の
指
導
権
を
専
権
的
に
横
取
り
せ
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な

い
」
と
す
る
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
「
労
農
同
盟
全
国
委
員
会
」
は
、
新
労
農
党
に
代
わ
る
ど
の
よ
う
な
組
織
へ
大
衆
を
結
集

げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
当
時
の
一



しようとしているのか。「労農同盟」こそ「共産×大衆化のために凡ゆる苦難の闘争を進めつつある」組織である、
というのがその答えである。さらに、「広汎な労働者農民の会議を起し、ｘ×党大衆化、左翼労働組合の強化、社会
民主々義排撃、議会解散、無新防衛、労働者農民の政府樹立、帝国主義戦争反対皿のスローガンをかよげて宣伝煽動
し、闘争を通じて我が労農同盟の陣営を固めなければならぬ」とするのが「労農同盟全国委員会」の方針であった。
す
べ
て
は
「
×
ｘ
党
大
衆
化
」
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

新労農党樹立を求める各地の運動が自然発生的なものであり、充分に大衆的基盤に支えられているものであること
は非合法共産党も認めていた。一九一一八年の〃日本プロレタリアートの政治的及び組織的任務〃は、「労働者農民協
議会（労農協議会）は、『労農党』再建運動の過程に於いて自然発生的に諸地方に発生したものである」としている。

（
マ
マ
）

それにもかかわらず、新労農党樹立弁一めざす大衆運動は「力強いメルシェピイキ的××党の設立」のための「予備活
勤」として位置づけられ、農民（そして大衆）を「合法的な労農政党の形態に於いて組織するのは根本的に誤りでぁ

（
７
）
 

る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

このような非合法共産党の方針から、「労農同盟」の新党樹立提案に反対する猛然たるカンパーーァが展開されるこ
とになったのであった。「労農同盟」は「大山一派はかっては大衆の革命的圧力に押され『一章本家地主の政府を倒せ』
とまでは言ったが而も『××の廃止』については遂に一言も言はなか《越」とする批判なども加えているが、批判の
力点は、先にも見たとおり、「党内デモクラシー」と「独自の指導部」という構想に向けられていた。いくつかの労
働組合が連名で、「『独自の指導部』『民主的組織』と云ふ言葉で合法政党でなければ民主的組織ではないと考へさせ
たり、××党は民主的集中組織でないと考へさせたり、又合法政党で政治的自由獲得が可能であるかの如き幻想を抱

五
一

新
労
農
党
論
の
一
視
点
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五
一
一

かせる危険ある『新労農党』樹立に我々は絶対反対である」との〃声明〃を発表している例も塾記・旧労農党の後身
として位置づけられる新労農党は、こうして、旧労農党勢力の一部分による、旧労農党とは切断された発想による新
党
運
動
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

労働運動と社会主義運動の領域において、「集中の論理」と「連合の論理」の関連が追究課題になったのは一九二
○年代に入ってからのことである。それ以前のいわゆる「明治の社会主義」において、組織論が、分化せざるをえな
いほど、運動の内部で実践的理論的に追究されたことはなかった。そして、運動の内部で一度提起された少数派運動
の組織論は、「集中の論理」と「連合の論理」をいかに組み合わせるかという課題に向かって、形を変えては何回も
提起されることになる。問題提起の歴史は第二次大戦後の今日にいたるまで一貫して続いていると見ることができる・
新労農党が提起した「党内デモクラシー」と「独自の指導部」に対する当時の左翼の批判は、新労農党問題が、運動
の内部で常に提起されつづける組織論的課題、とくに「集中の論理」と「連合の論理」の関連という争点をめぐる問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
１
）
河
野
密
『
日
本
社
会
政
党
史
』
一
九
六
○
年
、
中
央
公
論
社
、
七
一
ペ
ー
ジ
。

（２）谷口善太郎『日本労働組合評議会史』第七章第三節。初版は一九一一一一一年・青木文庫版の場合、下巻、一一八六ページ。
（３）大山郁夫記念事業会編『大山郁夫伝』一九五六年、中央公論社、一一一一一三ページ。
（４）一九二九年八月八日付で発表された大山郁夫・上村進・細迫兼光の一一一名の連名による〃新労農党樹立の提案ｌ親愛なる全
国の戦闘的労働者農民藷君の前にＩ〃は、直ちに同人社から同名のパンフレットとして発行されている。発行日は一九二九
年
八
月
一
一
二
日
、
編
集
人
は
細
迫
兼
光
。
こ
こ
で
の
引
用
は
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
。

（５）「党内デモクラシー」と「独自の指導部」を強調する新労農党の組織方針が、大山郁夫の発想によるものであり、〃新労



銀
リ
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー

一
二
、
旧
労
農
党
に
お
け
る
書
記
局
専
政
体
制

新労農党準備会本部が設置されたのは、一九一一九年九月六日であった。各地に進行する結党準備会の全国的中心機
関設置のための討議の状況を内務省警保局編の『昭和四年中に於ける社会運動の状況』で見ると、そこで、新しい党

五一一一

新
労
農
党
論
の
一
視
点

農党樹立の提案〃が大山郁夫の筆になるものであることはほぼ疑いないものと思われる。〃新労農党樹立の提案川前後に発
表された大山の〃左翼戦線は如何に再進出しつつあるか？川『改造』一九二九年五月や、伽新労農党樹立の提案まで〃『中央
公論』一九二九年九月、などがそのことを示している。なお、大山の『改造』総文はパンフレット『左翼戦線の新展開』一
九二九年一○月、同人社刊に、『中央公論』論文はパンフレット『左翼戦線の再進出』一九二九年九月、永田書店刊に収め
られている。ただし、〃新労農党樹立の提案〃が河上肇の草案によるものであるとする証言もあることを付記しておきたい。
岩村登志一表前掲『日本人民戦線史序説』一一○九ページ、注蜘参照。

（６）〃所謂「新労農党樹立の提案」に対し我等の態度を声明す〃一九二九年八月九日、労農同盟全国委員会（法政大学大原社
会
問
題
研
究
所
蔵
、
謄
写
版
刷
資
料
）
。

（７）『現代史資料⑭、社会主義運動⑩』一九六四年、みすず書房、一一一○一、一一一○一一ページ。なお、この〃日本プロレタリアー
トの政治的及び組織的任務川は、同書の資料解説（山辺健太郎）によれば、「当時モスクワにいた佐野学が、コムニスティ
ッシエ・インテルナチオナーレ、通称Ｋ・Ｉ誌にのせた論文で、新労農党の結成に反対した点で、当時そうとうの影響をあ
た
え
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（８）〃大衆的一ナモとテロで新労農党結党大会を粉砕しろ〃一九二九年一○月一五日、労農同盟全国委員会。同全国委員会発行
『
労
農
同
盟
ニ
ュ
ー
ス
』
第
一
七
号
、
一
九
二
九
年
一
○
月
一
七
日
付
に
掲
載
。

（９）日本労働組合全国協議会中部地方協議会、名古屋金属労働組合等六団体の名によって一九二九年九月一四日付で発表され
た〃『新労農党』樹立に反対を声明す〃（法政大学大原社会問題研究所蔵、謄写版刷姿料）がそれである。



旧
労
農
党
が
解
散
命
令
を
受
け
る
直
前
、
労
農
党
の
内
部
で
は
、
常
任
中
央
執
行
委
員
の
職
に
あ
っ
た
大
道
憲
一
石
罷
免
問
題
が
発
生

し
て
い
た
。
一
九
二
八
年
四
月
一
日
、
労
農
党
に
設
け
ら
れ
た
「
大
道
氏
行
動
鯛
査
委
員
会
」
は
、
「
斯
る
大
道
君
の
全
行
動
は
党
の
精

鋭
分
子
を
排
除
し
党
内
に
分
派
を
作
り
党
を
撹
括
し
そ
の
結
束
を
乱
さ
ん
と
す
る
支
配
階
級
の
意
図
と
軌
を
一
に
す
る
意
図
の
下
に
一
貫

し
て
為
さ
れ
た
る
も
の
で
党
員
と
し
て
更
に
党
最
高
幹
部
と
し
て
不
当
極
ま
る
行
為
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
の
決
定
を
発
表

（
２
）
 

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
題
に
な
っ
た
大
道
憲
二
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

新
労
選
党
臘
の
一
視
点

五
四

（
１
）
 

に
お
け
る
「
党
内
一
ナ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
独
自
の
指
導
部
」
の
構
想
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

新
労
農
党
本
部
の
構
成
は
、
総
務
部
、
財
政
部
、
機
関
紙
部
、
組
織
宣
伝
部
の
各
部
か
ら
成
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
と
く
に
総
務
部
に

つ
い
て
は
、
「
総
務
部
ハ
各
部
門
ヲ
統
轄
ス
ル
権
限
を
有
セ
ス
主
ト
シ
テ
地
方
ヨ
リ
照
会
一
一
対
ス
ル
回
答
竝
二
其
他
ノ
照
復
、
地
方
ノ
連

絡
、
単
ナ
ル
地
方
ヘ
ノ
指
令
発
送
其
他
各
部
門
一
一
属
セ
サ
ル
雑
務
ヲ
司
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
注
目
す
べ

き
点
で
あ
る
が
、
「
書
記
任
命
ノ
規
準
」
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
「
響
記
ハ
原
則
ト
シ
テ
本
部
ノ
推
薦
又
ハ
無
産
団
体
ノ
正
式
推
薦
ヲ
経
、

準
備
会
ノ
承
認
ヲ
得
テ
之
ヲ
任
命
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
の
が
そ
の
規
準
の
内
容
で
あ
っ
た
。
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
独
自
の
指
導

部
」
と
い
う
組
織
方
針
は
、
ま
ず
、
過
度
の
集
権
体
制
を
抑
止
し
、
書
記
の
採
用
を
制
度
化
す
る
と
こ
ろ
か
ら
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
新
労
農
党
が
、
総
務
部
に
権
限
が
集
中
す
る
こ
と
を
避
け
、
嘗
記
の
採
用
に
基
準
を
設
け
、
不
透
明
な
書
記
採
用
の
方
法
を
避
け

よ
う
と
し
た
の
は
、
か
っ
て
の
労
農
党
で
経
験
し
た
書
記
局
専
制
が
、
党
本
部
の
事
務
を
担
当
す
る
譜
記
達
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
か

よ
う
と
し
た
の
は
、
」

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
「
昨
年
十
一
月
下
旬
無
産
政
党
の
合
同
問
題
に
対
し
大
道
憲
二
君
は
常
任
委
員
会
の
席
に
於
て
公
然
日
労
党
幹
部
の
主
張
せ
る
条
件
に
服
従
し
て

我
が
党
内
の
精
鋭
分
子
を
排
除
す
ぺ
し
と
主
張
し
た
る
が
勿
繍
雛
一
人
と
し
て
賛
成
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。



三
、
以
上
の
意
図
は
本
部
員
及
び
書
記
罷
免
要
求
を
為
す
に
至
り
た
る
経
過
を
見
る
時
に
最
も
明
か
で
あ
る
。
即
ち
大
道
君
が
主
張
す
る
罷
免
理
由
は

当
時
自
分
は
毎
日
（
約
一
、
二
時
間
）
出
勤
し
た
が
（
と
、
そ
の
時
間
表
を
作
成
し
）
総
選
挙
対
策
委
員
長
た
る
自
分
に
何
等
の
相
談
な
く
声
明
番
指

令
番
を
出
し
て
統
制
を
乱
し
到
底
一
片
の
瞥
告
で
は
反
省
せ
ざ
る
も
の
を
認
む
る
と
い
ふ
に
在
る
。
然
し
浅
野
君
外
三
名
は
当
時
在
京
せ
る
総
選
挙
対

策
委
員
の
五
名
中
の
四
名
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
大
道
君
の
参
加
な
く
と
も
正
式
な
方
針
を
決
定
す
る
権
限
を
持
っ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
し
特
に
当
時
の

激
戦
中
に
於
て
一
二
一
時
間
位
の
間
出
勤
す
る
大
道
君
に
一
々
相
談
す
る
事
は
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
党
の
機
関
の
責
任
者
に
無
断
で
声
明
番
や
指
令
を
発
し
た
本
部
員
や
書
記
が
処
分
さ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
本
部
員
や
書
記

の
罷
免
な
い
し
配
置
転
換
を
求
め
た
機
関
の
責
任
者
が
、
「
わ
が
党
の
精
鋭
分
子
」
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
策
動
に
加
担
し
「
党
内
撹
乱

の
画
策
」
を
試
み
た
と
い
う
理
由
で
、
さ
ら
に
ま
た
、
「
支
配
階
級
の
意
図
と
軌
を
一
に
す
る
」
と
い
う
理
由
で
、
逆
に
罷
免
決
議
を
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
大
道
憲
二
罷
免
問
題
の
内
実
で
あ
っ
た
。

大
道
憲
二
が
罷
免
決
議
を
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
「
党
の
正
式
機
関
の
承
認
を
経
ざ
る
声
明
書
を
内
密
に
全
国
に
発
し
又
は
新
錘

聞
に
発
表
」
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
『
東
邦
通
信
』
の
記
事
の
材
料
の
出
所
が
「
大
道
君
以
外
に
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
」
と
認
定
さ
れ
た

こ
と
に
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
た
『
東
邦
通
信
』
の
労
農
党
に
関
す
る
記
事
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
見
出

し
は
同
通
信
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
句
読
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

労
農
党
の
内
部
苦
悶
（
第
六
一
五
号
、
一
九
一
一
八
年
三
月
七
日
）
「
労
農
党
内
に
於
け
る
反
福
本
派
は
（
評
議
会
系
の
労
働
者
）
、
選
挙
戦
の
実
践
を

通
じ
て
本
部
の
饗
記
局
が
完
全
に
失
策
し
た
こ
と
と
、
声
明
鱒
及
び
其
の
他
ビ
ラ
等
に
し
て
相
当
重
要
な
る
対
外
欝
類
が
轡
記
及
部
員
の
二
、
三
名
に

新
労
農
党
騰
の
一
視
点

五
五

あ
っ
た
。

三
、
以
Ⅲ

二
、
然
し
大
道
君
は
何
等
反
省
す
る
こ
と
な
く
其
の
後
東
京
府
支
部
連
合
会
に
於
て
入
江
君
外
二
名
の
書
記
の
地
方
転
勤
を
主
張
し
更
に
党
木
部
政
治

部
主
任
浅
野
君
外
三
名
の
罷
免
又
は
地
方
転
勤
を
強
硬
に
主
張
し
現
在
わ
が
党
の
精
鋭
分
子
を
排
斥
せ
ん
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
策
動
を
行
ひ
つ
、
あ
る
一

派
と
通
じ
わ
が
党
最
高
機
関
に
派
遣
せ
ら
れ
た
る
手
先
と
し
て
そ
の
意
図
を
具
体
的
に
現
実
化
す
る
行
為
を
為
し
党
内
を
概
括
せ
ん
と
画
策
し
た
の
で



新
労
農
党
騰
の
一
視
点

五
六

依って勝手に出されたと云ふことで本部書記橘本政治部員、浅野晃、秋笹氏等の罷免を要求する模様あり。同時に東京支部連合
会、入江、田中、北脇氏に対しても同様の要求を起し、既にこれが解決策として東京支部連合会常任委員は総辞職を以て簿記の
辞
職
を
暗
に
強
要
し
て
居
り
…
…
」

選挙協定の破綻（第六一七号、一九一一八年三月九日）「最近労農党内に於ける尊敬すべき同志の多くが非常なる過失を犯して居
る。彼等は今日依然として『緑のテープとに紬って命令を発してゐる。彼等は尊敬すぺき同志ではある。然し彼等が実際の闘
争に無経験なることは彼等（を）艇々誤謬に突き落す。例へぱ具体的に掲げれば『声明書』なるものが特に総選挙戦中に於て選
挙委員長と合議の上でなされたであらうか。一、一一の部員に依って作製されはしなかったか。今日至る処で『声明番』の内容に
ついて不評を聴くのも斯かる組織を通じなされなかったが故ではあるまいか。」（括弧内、引用者・）
労働農民党の左右対立（第六一九号、一九一一八年三月一二日）「労働農民党内に於ける反木部派（右翼）と本部派（左翼）の対
立抗争は本紙が既報の如くであるが、十七日、八日の拡大中央委員会を控へて果然各方面に抗争対立の渦が巻き起るに至った。
然し此の一一潮流の抗争は各方面で種々風評されてゐるが其の主要原因は左の如くである。労農党内部に於ける本部の審記局及び
政治部員が従来党の運動方針を決定し指導し最高機関たる常任委員会は単なる『事後承諾の機関』になり下ってゐた・之れが為
め書記局及政治部員の越椛行為が茜しく拡張され、加ふるに基等一一、三の部員は前衛分子（共産主義者）であり、而も所謂福本
主義の濃霧理騰の上に立って労農党を操縦してゐた為め共産党でない大衆的共同戦線党がまるで共産党のやるやうな運動方針を
続けて来たのであった。斯かる方法が昂じて居る矢先、国際共産党の七月の幹部会で日本の共産主義者の運動方法の誤謬が批判
された為め、従来右の少数の前衛分子の意見に圧伏されてゐた反木部派が勢ひを得て本部改革運動を起し、加ふるに右の国際共
産党の批判をタテにして山川均、猪俣津南雄、荒畑寒村、堺利彦、北捕千太郎氏等の『労農』一派の反福本派が活動を開始し、
反本部派と結合して本部改革の峰火を揚げ遂に常任委員会が対立するに至ったものである。然して、▲木部派と目されてゐる者
に大山委員長、難波氏、▲反木部派として大道憲二、島上善五郎、大西俊夫氏等、▲中立調停派として細迫書記長、▲反本部派
に接してゐる者として山本懸蔵、南喜一氏、に分立し、本部派の黒幕として浅野晃氏一派の小仕組が活躍してゐたもので、従来
左翼の労農党に対する戦術が本部の上層機関に於ては浅野氏等の少壮組を通じてなされたものであった。而も少壮派の左翼が全



国
の
支
部
左
翼
派
と
提
携
し
て
反
木
部
派
と
目
さ
れ
る
所
調
同
党
内
の
右
翼
派
を
無
視
し
て
ゐ
た
が
為
め
に
今
回
の
対
立
を
惹
起
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

反
木
部
派
は
飽
迄
も
誓
記
局
及
政
治
部
員
の
罷
免
を
要
求
し
書
記
及
部
員
の
入
替
〈
に
よ
っ
て
党
内
の
空
気
を
一
新
し
対
立
を
除
去
し
や
う
と
い
ふ
に

あ
る
ら
し
く
来
る
十
七
日
の
拡
大
委
員
会
は
右
の
様
な
意
味
か
ら
頗
る
重
大
視
さ
れ
て
ゐ
る
。
」

問
題
と
な
っ
た
大
道
氏
の
声
明
露
（
第
六
一
一
一
六
号
、
一
九
一
一
八
年
四
月
一
一
日
）
「
労
働
農
民
党
で
は
、
過
般
来
伝
へ
ら
れ
て
居
た
大
道
常
任
委
員
一
派
の

策
動
的
行
為
に
対
し
て
党
の
規
律
を
概
括
す
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
長
文
の
声
明
書
を
発
し
て
一
般
党
員
の
結
束
を
促
が
し
た
が
、
問
題
と
な
っ
た
大

道
氏
の
声
明
書
は
次
の
如
き
も
の
で
、
党
の
承
認
を
経
ず
し
て
勝
手
に
発
表
し
た
と
い
ふ
に
あ
る
。
一
、
党
内
に
於
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
確
立
。
二
、

他
党
と
の
合
同
に
対
し
て
『
批
評
の
自
由
』
を
主
張
す
ぺ
き
で
は
な
い
。
三
、
〃
労
働
者
農
民
の
政
府
を
作
れ
〃
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
撤
廃
す
べ
き
こ
と
。
」

以
上
、
長
文
の
引
用
を
あ
え
て
行
な
っ
た
の
は
、
『
東
邦
通
信
』
の
記
事
に
よ
っ
て
、
旧
労
農
党
に
お
け
る
派
閥
対
抗
の
存
在
と
譜
記

局
専
攻
の
実
態
が
具
体
的
に
把
握
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
大
道
憲
二
は
、
労
農
党
に
対
し
罷
免
処
分
の
再
審
査
を
請
求
し
て
い
る
間
に
同

（
３
）
 

党
が
解
散
さ
れ
、
そ
の
後
は
労
農
派
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
道
に
対
す
る
罷
免
決
議
を
し
た
調
査
委
員
会
に
は
、
大
山
郁
夫
、
細
迫
兼
光
、
上
村
進
ら
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
こ
の

三
人
が
、
や
が
て
〃
新
労
農
党
樹
立
の
提
案
〃
を
行
な
い
、
新
党
結
成
の
第
一
回
準
備
委
員
会
で
、
書
記
局
専
政
体
制
抑
止
の
た
め
、
総

務
部
に
権
限
が
集
中
す
る
こ
と
を
避
け
、
書
記
採
用
基
準
の
明
確
化
に
取
り
組
む
に
い
た
る
経
過
は
屈
折
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の

事
情
を
推
察
す
る
材
料
と
し
て
、
新
労
農
党
結
党
過
程
に
お
け
る
細
迫
兼
光
の
次
の
よ
う
な
発
言
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

「
現
在
の
無
産
者
新
聞
は
、
私
の
認
識
に
従
へ
ぱ
、
何
等
実
践
上
の
経
験
な
き
、
我
等
の
指
導
者
た
る
の
盗
格
と
有
せ
ざ
る
人
に
よ
っ
て
主
宰
せ
ら
れ
、

そ
の
関
係
者
は
大
衆
と
切
り
離
れ
た
る
一
握
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
ゐ
々
か
、
る
組
織
上
の
欠
陥
ｌ
民
主
的
組
織
の
上
に
立
た
ず
、
従
て
下
の
大
衆

の
意
思
の
反
映
す
る
途
な
き
組
織
ｌ
は
、
た
と
へ
そ
の
人
達
が
如
何
な
る
優
秀
の
者
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
れ
は
必
然
に
極
て
重
大
な
る
危
険
を
孕
ん
で

ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
然
し
な
が
ら
、
今
無
産
者
新
聞
が
持
つ
決
定
的
欠
陥
は
、
菅
に
無
産
者
新
聞
の
み
が
持
つ
欠
陥
で
は
な
い
。
今

極
度
の
弾
圧
下
に
あ
る
左
翼
陣
営
の
、
殆
ん
ど
総
て
の
組
織
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
持
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
欠
陥
で
あ
る
。
他
の
こ
と
は
い
ふ
ま
い
。

新
労
農
党
輪
の
一
視
点

五
七



新
労
鍵
党
論
の
一
視
点

五
八

労農同盟自身が正に保有してゐる欠陥であるのである。各地方に於ても恐らく同様ではなからうかと思はれるが、殊に本部に於
已
Ｂ
ｂ
、
、
、
、
も
も
、
、
８
℃
、
□
、
■
も
り
、
、
も

て然りである。誰が本部を形造ってゐるかさへ正式には判らない（このことを正直に記述することが如何に私の苦痛であるかを
想像せよ）。勿論正式な決議、指導の機関をも持たない。労働農民新聞の編集すらもが、極めて不完全、不合理な形式に於てな
されつ、あって、当然大衆や下の組織の意思が正確には反映せしめられない・か、る状態は無産者新聞と同じ様に、極めて危険
な状態である。我々はその危険を痛感すればこそ、公然な組織を主張する。公然な組織に於てでなければ現在完全なる党内デモ

し豚刻鵡繩賎読繊鱸雌縦繩麺鰹鯏藝鴻號蝿Ｌ溌織欝騨蕊総罐唾鰯岫一際」フ誰
用
者
。
）

労農党は一九二八年三月一五日、非合法共産党員の全国的大検挙が行なわれたあと、四月一○日に解散命令を受け
た。二日後の四月一一一日、旧労農党員達は、新党樹立協議会を開き、そのまま新党立党式を挙行しようとしたが、こ
れも解散命令を受けた。そこで、「第一次労働農民党解散後、第二次労働農民党樹立に至るまで旧労農党の全勢力を
保持し全運動を一層強力に遂行する艇縦」として新党組織準備会が設置された・新党組織準備会は、一九一一八年一一一
月一一一一、一一三、一一四日の一一一日間、新党創立大会を開くところまで運動をすすめたが、大会一一一日目、新党結成大会はも
ちろん、新党組織準備会まで解散命令を受けた。それで今度は、「言論出版集会結社の自由」のスローガンの下に解

鴻
艫
Ⅷ
驍
冗
師
鰄
Ⅷ
憧
霊
「
蕊
幽
佃
Ⅷ
零
輩
Ⅷ
蕊
藤
津
譲
織
川

労農党の組織的特徴であり同時に体質であった書記局専攻の弊害を痛感したのであり、非合法共産党の代行機関化さ
れた状態からの脱出が大衆政党としての出発にとって第一の課題であることを自覚したのであった。
「労農同盟」とくに「労農同盟全国委員会」なるものの非大衆的性格は、先に、〃新労農党樹立の提案〃が掲げた



一
九
一
一
七
年
の
労
農
党
は
認
め
る
が
、
一
九
三
○
年
の
新
労
農
党
は
認
め
な
い
と
い
う
の
が
非
合
法
共
産
党
の
方
針
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
一
九
二
八
年
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
六
回
大
会
の
決
定
に
よ
っ
て
、
初
め
て
日
本
の
非
合
法
共
産
党
が
合
法
政
党
否
認
の
方
針

新
労
農
党
論
の
一
視
点

五
九

「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
「
独
自
の
指
導
部
」
の
方
針
に
対
す
る
批
判
声
明
の
内
容
に
お
い
て
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
労
農
同
盟
と
は
「
×

×
党
大
衆
化
」
を
め
ざ
し
て
大
衆
運
動
の
独
自
性
を
否
定
す
る
組
織
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
新
労
農
党
を
樹
立
す
る
運
動
は
、

「
労
農
同
盟
」
の
あ
り
方
を
拒
否
す
る
姿
勢
の
確
立
を
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
課
題
を
通
じ
て
、
旧
労
農
党
の
体
質
を
批
判
的
に

総
括
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
細
迫
が
そ
う
で
あ
り
、
大
山
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。

（
１
）
新
労
農
党
準
備
会
本
部
が
一
九
二
九
年
九
月
六
日
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
労
働
農
民
新
聞
』
第
八
六
号
、
一
九
二
九
年
九
月
十
日
、
で
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
討
議
内
容
は
同
紙
で
は
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
労
働
農
民
党
本
部
大
道
氏
行
動
調
査
委
員
会
〃
大
道
君
に
関
す
る
調
査
委
員
会
決
定
〃
『
労
働
農
民
新
聞
』
第
四
三
号
、
一
九
一
一
八
年
一
一
一
月
七
日
。

（
３
）
塩
田
庄
兵
術
ほ
か
『
日
本
社
会
運
動
人
名
辞
典
』
一
九
七
九
年
、
青
木
書
店
、
に
よ
る
。

（
４
）
細
迫
兼
光
〃
左
翼
の
具
体
的
進
出
・
新
労
農
党
の
樹
立
へ
〃
『
改
造
』
一
九
二
九
年
九
月
。
前
掲
、
大
山
郁
夫
・
細
迫
兼
光
・
河
上
筆
『
左
翼

戦
線
の
新
展
開
－
新
労
農
党
樹
立
の
階
級
的
意
義
Ｉ
』
一
九
二
九
年
、
同
人
社
、
所
収
。
同
書
、
一
一
一
八
～
四
○
ペ
ー
ジ
。
政
治
的
自
由
獲
得
労
農

同
盟
の
発
足
当
初
か
ら
「
当
時
の
状
況
下
で
は
書
記
局
中
心
の
活
動
に
限
定
さ
れ
て
、
中
央
委
員
の
正
式
選
出
手
続
き
は
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
（
福
富
正
雄
〃
大
山
郁
夫
年
譜
に
つ
い
て
の
疑
問
〃
『
犬
山
会
会
報
』
第
五
号
、
一
九
六
六
年
一
一
月
一
五
日
）
。

（
５
）
〃
新
党
組
織
に
関
す
る
一
般
方
針
〃
『
労
働
農
民
新
聞
』
第
四
四
号
、
一
九
二
八
年
四
月
一
九
日
。

（
６
）
〃
戦
闘
的
伝
統
を
死
守
し
て
解
散
抗
議
運
動
を
起
せ
Ｉ
労
農
政
治
同
盟
を
作
れ
’
〃
『
労
働
農
民
新
聞
』
第
七
一
一
一
号
、
一
九
二
九
年
一
月
一
日
。

（
７
）
前
掲
、
岡
本
宏
〃
労
働
農
民
党
再
建
問
題
卯
『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』
第
一
巻
一
号
、
に
よ
る
。

四
、
新
労
農
党
に
お
け
る
「
新
形
態
」
と
「
新
機
構
」



新
労
農
党
論
の
一
視
点

六
○

を
と
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
非
合
法
共
産
党
は
、
普
選
の
実
施
に
対
応
し
て
無
産
政
党

が
結
成
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
合
法
的
労
農
政
党
の
意
義
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
七
年
の
〃
政
治
テ
ー
ゼ
〃
は
、
「
今
日
の

労
農
政
党
は
労
働
者
及
び
農
民
大
衆
の
原
素
的
な
政
治
闘
争
組
織
で
あ
っ
て
、
厳
格
な
労
働
者
階
級
の
階
級
的
政
党
で
は
な
い
。
共
産
党

（
１
）
 

と
は
根
本
的
に
異
っ
た
自
然
生
長
的
政
治
的
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
旧
労
農
党
も
、
非
〈
ロ
法
共
産
党
に

と
っ
て
は
そ
の
活
動
の
「
重
要
な
舞
台
の
一
己
で
あ
り
、
農
民
な
ど
大
衆
と
結
合
を
強
め
る
た
め
の
「
手
段
と
し
て
利
用
す
べ
き
も

２
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
大
衆
を
結
集
し
た
合
法
政
党
と
し
て
、
旧
労
農
党
が
非
合
法
共
産
党
と
距
離
を
置
い
て
活
躍
す
る
場
は
認

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
の
〃
組
織
テ
ー
ゼ
〃
は
、
「
党
は
大
衆
団
体
に
党
の
勢
力
を
拡
大
せ
し
め
る
為
に
、
大
衆
団
体
内
に
党
員
が
存
在
す
る
場

（
２
）
 

合
、
そ
の
団
体
内
に
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ス
ト
、
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
い
た
が
、
す
で
に
労
農
党
の
場
合
、
フ

ラ
ク
シ
ョ
ン
の
活
動
は
「
当
該
団
体
に
共
産
党
の
政
策
を
確
保
す
る
」
こ
と
以
上
に
強
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
書
記
局
専

政
に
よ
る
代
行
機
関
化
が
進
行
し
て
い
た
。
〃
政
治
テ
ー
ゼ
〃
と
〃
組
織
テ
ー
ゼ
伽
に
よ
っ
て
、
合
法
的
大
衆
政
党
は
、
発
足
直
後
か
ら
、

実
質
的
に
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
い
た
。

、
、
、
Ｂ

、
１
１
、
、

非
合
法
共
産
党
に
よ
っ
て
、
合
法
的
大
衆
政
党
の
存
在
が
実
質
的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
｝
」
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、
形
式
的
に
は
そ
の
存

在
が
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
’
九
一
一
八
年
の
〃
大
衆
党
に
つ
い
て
〃
は
、
「
前
衛
党
の
み
が
指
導
の
党
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
に

（
３
）
 

よ
っ
て
大
衆
党
の
組
織
及
び
機
能
を
過
少
評
価
す
る
こ
と
は
断
じ
て
非
で
あ
る
」
と
指
示
し
て
い
た
。
〈
ロ
法
的
大
衆
政
党
の
存
在
が
形
式

的
に
も
否
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
も
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
一
九
一
一
八
年
の
末
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

非
合
法
共
産
党
の
指
導
者
達
が
獄
中
で
日
本
共
産
党
史
を
総
括
し
た
と
き
、
佐
野
学
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
六
回
大
会
で
〃
植
民
地
テ
ー



ゼ
〃
が
出
さ
れ
る
前
か
ら
日
本
共
産
党
が
合
法
無
産
政
党
の
限
界
性
を
指
摘
し
て
い
た
事
実
を
強
調
し
、
〃
植
民
地
テ
ー
ゼ
〃
は
「
日
本

（
４
）
 

の
労
農
政
党
の
経
験
を
参
考
」
に
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
川
正
一
も
、
労
農
党
が
解
散
さ
れ
た
あ
と
、
新

労
農
党
の
結
党
が
権
力
に
妥
協
す
る
形
で
試
み
ら
れ
た
事
実
を
重
視
し
、
そ
の
事
実
か
ら
「
労
農
政
党
の
存
在
を
一
時
容
認
し
て
居
た
所

（
５
）
 

の
も
の
も
既
に
二
十
八
年
の
後
半
に
於
き
ま
し
て
は
最
早
絶
対
に
容
る
坐
余
地
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン

の
テ
ー
ゼ
は
、
経
験
の
集
約
化
と
具
体
的
適
応
と
い
う
上
昇
と
下
降
の
両
経
過
を
含
ん
で
日
本
共
産
党
の
方
針
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

非
合
法
共
産
党
に
お
い
て
合
法
的
大
衆
政
党
否
定
の
方
針
が
確
定
さ
れ
、
そ
の
方
針
に
も
と
づ
い
て
新
労
農
党
結
党
に
対
す
る
反
対
の

運
動
が
展
開
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
労
農
党
は
結
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
、
非
合
法
共

産
党
の
方
針
に
対
抗
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
な
け
れ
ば
運
動
路
線
で
も
な
か
っ
た
。
「
政
治
的
自
由
獲
得
」
と
い
う
、
大
日
本
帝
国
憲

法
第
二
九
条
に
定
め
ら
れ
た
「
言
論
著
作
印
行
集
会
及
結
社
ノ
自
由
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
大
衆
運
動
が
あ
り
、
そ
の
大
衆
運
動
の
場

に
お
け
る
実
感
が
ま
ず
あ
っ
て
、
こ
の
実
感
が
現
実
的
実
践
的
要
請
と
な
っ
て
合
法
的
大
衆
政
党
と
い
う
組
織
を
求
め
さ
せ
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
大
衆
の
自
然
発
生
的
な
、
そ
れ
だ
け
に
創
造
的
な
歩
み
が
、
結
果
と
し
て
、
非
合
法
共
産
党
の
硬
直
し
た
方
針
と
活

動
に
対
す
る
批
判
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

非
合
法
共
産
党
が
合
法
的
大
衆
政
党
と
い
う
組
織
形
態
の
代
わ
り
に
提
起
し
つ
づ
け
た
「
労
農
同
盟
」
の
中
に
、
新
労
農
党
結
党
運
動

は
一
時
は
沈
潜
し
た
。
し
か
し
、
新
労
農
党
結
党
を
求
め
る
大
衆
運
動
の
歩
み
は
「
労
農
同
盟
」
の
枠
の
中
に
納
ま
り
切
れ
な
か
っ
た
。

新
労
農
党
結
党
運
動
は
非
合
法
共
産
党
代
行
機
関
の
枠
を
突
破
し
た
。
突
破
す
る
論
理
は
、
政
治
の
論
理
と
し
て
の
公
開
制
の
原
則
で
あ

っ
た
。
編
集
・
発
行
・
印
刷
人
が
細
迫
兼
光
で
あ
る
『
労
働
農
民
新
聞
』
一
九
二
九
年
八
月
三
一
日
付
の
〃
主
張
伽
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
最
近
、
日
本
労
働
組
合
全
国
協
議
会
常
任
委
員
会
の
名
に
於
て
労
農
同
盟
本
部
、
全
国
農
民
組
合
関
東
地
方
協
議
会
ｌ
両
者
と
も
実
体
は
な
い
ｌ

新
労
農
党
論
の
一
視
点
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一



こ
う
し
て
、
新
労
農
党
結
党
を
め
ざ
す
大
衆
運
動
は
、
旧
労
農
党
の
継
承
者
と
し
て
で
は
な
く
、
旧
労
農
党
の
体
質
を
克
服
す
る
新
党

と
し
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
具
体
的
表
現
が
新
労
農
党
の
党
構
造
と
な
っ
て
い
っ
た
。
新
労
農
党
に
と
っ
て
、
旧
労
農

党
の
時
代
と
は
、
大
山
郁
夫
の
い
う
「
大
衆
的
階
級
的
政
党
の
本
質
に
対
す
る
暗
中
模
索
時
代
」
宋
節
、
注
（
５
）
参
照
）
な
の
で
あ
り
、

新
労
農
党
が
、
旧
労
農
党
の
時
代
を
も
対
象
化
し
て
総
括
で
き
る
契
機
を
与
え
た
の
は
「
労
農
同
盟
」
で
あ
り
、
と
く
に
「
労
農
同
盟
全

国
委
員
会
」
で
あ
っ
た
。
『
労
働
農
民
新
聞
』
の
右
の
〃
主
張
〃
は
、
「
例
の
『
労
農
同
盟
全
国
委
員
会
』
を
僧
称
し
て
い
る
一
一
、
三
の
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
ト
藷
君
」
と
い
う
と
ら
え
方
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
二
、
一
一
一
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ト
藷
君
」
と
は
、
旧
労
農
党

の
指
導
精
神
の
正
統
派
継
承
者
で
あ
り
、
非
合
法
共
産
党
の
地
上
へ
浮
上
し
た
部
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

新
労
農
党
の
党
構
造
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
点
を
含
み
な
が
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
。
旧
労
農
党
時
代
の
書
記
局
専
政
を
再
現
さ
せ
な
い

た
め
、
書
記
採
用
の
基
準
明
確
化
等
が
、
第
一
回
準
備
会
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
先
に
見
た
が
、
新
労
農
党
の
規
約
に
お
い
て
は
、

「
書
記
長
の
下
に
書
記
若
干
名
を
お
き
中
央
執
行
委
員
会
之
れ
を
任
免
す
」
（
第
三
条
）
と
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
本
部
員
は
中
央
執
行

（
６
）
 

委
員
と
と
も
に
大
会
に
参
加
す
る
が
、
「
発
言
権
の
み
を
有
し
決
議
権
を
有
せ
ず
」
（
第
四
条
）
と
規
定
さ
れ
た
。

新
労
農
党
の
党
構
造
に
関
す
る
構
想
で
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
点
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
衆
運
動
を
尊
重
し
、
大
衆
運
動
の
自
然
発

新
労
農
党
臆
の
一
視
点

一ハーー

お
よ
び
反
帝
同
盟
日
本
支
部
と
の
協
議
の
結
果
と
の
触
れ
込
み
で
、
『
書
記
局
』
説
と
も
命
名
す
べ
き
、
一
の
意
見
番
が
提
出
さ
れ
た
。
…
…
そ
れ
は

実
質
上
、
各
地
方
に
は
必
要
に
応
じ
て
『
労
農
同
盟
書
記
局
』
を
設
け
、
更
に
東
京
に
は
中
央
書
記
局
を
設
け
て
そ
れ
ら
の
上
に
連
絡
、
指
導
、
統
制

の
任
務
を
行
は
し
め
る
べ
き
だ
、
と
い
ふ
に
帰
着
す
る
。
…
…
我
々
が
当
面
の
問
題
に
し
て
ゐ
る
労
農
同
盟
の
如
き
種
類
の
大
衆
的
行
動
隊
の
場
合
に

於
て
は
、
特
に
現
状
勢
下
に
於
て
、
そ
の
指
導
統
制
の
任
に
当
る
実
体
は
、
そ
れ
が
大
衆
の
面
前
か
ら
蔽
ひ
隅
さ
れ
た
覆
面
の
組
織
で
あ
っ
て
は
、
断

じ
て
そ
の
機
能
を
充
分
に
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
飽
く
ま
で
、
大
衆
の
面
前
に
公
然
と
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
の
だ
。
」



〃
党
組
織
の
根
本
原
則
〃
に
示
さ
れ
た
生
産
点
に
お
け
る
新
労
農
党
員
の
活
動
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
、
〃
新
労
農
党
の
組
織
方
針
Ｉ
結

党
大
会
へ
の
本
部
提
出
原
案
ｌ
〃
に
受
け
継
が
れ
、
新
労
農
党
の
発
足
に
あ
た
っ
て
基
本
的
活
動
姿
勢
と
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
〃
新
労
農
党
の
組
織
方
針
〃
は
、
「
我
が
党
の
組
織
方
針
は
飽
く
ま
で
、
大
衆
闘
争
の
効
果
的
展
開
を
目
標
と
し
て
確
立
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
て
…
…
日
常
闘
争
展
開
の
た
め
の
便
宜
が
第
一
に
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
支
部
並
に
支
部
連
合
会
の

組
織
は
、
旧
労
働
農
民
党
の
そ
れ
と
殆
ん
ど
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
」
と
断
わ
り
、
「
斑
の
組
織
と
認
務
」
に
力
点
を
置
く
も
の
と
な

新
労
農
党
鏑
の
一
視
点

一ハーニ

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

生
性
と
そ
の
創
造
的
な
展
開
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
党
の
位
置
づ
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
衆
運
動
の
自
然
発
生
性
を
運
動
展

開
の
基
盤
と
し
な
が
ら
、
そ
の
自
然
発
生
性
が
自
然
成
長
性
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
い
よ
う
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
に
合
法
的
大
衆
政
党
の
役
割

が
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
が
、
新
労
農
党
の
組
織
原
則
の
基
本
に
な
っ
て
い
た
。
早
く
も
、
一
九
一
一
九
年
一
○
月
一
日
付
の
『
労
働
農
民

新
聞
』
は
、
〃
党
組
織
の
根
本
原
則
ｌ
エ
場
内
の
党
員
の
任
務
ｌ
〃
と
題
す
る
〃
主
張
〃
で
、
労
農
党
時
代
と
は
異
な
る
、
党
員
の
大
衆

運
動
へ
の
接
し
方
を
指
示
し
て
い
る
。
「
組
合
内
の
、
工
場
内
の
班
の
任
務
は
何
か
。
第
一
に
党
の
班
員
は
そ
の
工
場
内
に
於
て
最
も
勇

、
、
、
、
、
勺

敢
な
組
合
員
と
し
て
労
働
者
の
要
求
の
為
め
に
闇
ひ
組
合
の
拡
大
強
化
を
計
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
シ
」
れ
は
同
時
に
党
と
し
て
の
班
の
拡
大
強

、
、
、
、
＄

化
を
も
た
ら
す
｝
」
と
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
組
合
の
強
化
と
い
ふ
媒
介
、
過
程
を
経
ず
に
、
直
接
労
働
者
の
端
初
的
要
求
を
党
の
班
と
し

、

て
取
り
上
げ
て
闘
は
ふ
と
す
る
｝
」
と
は
絶
対
に
過
り
で
あ
る
。
従
来
シ
」
の
点
が
ま
ち
が
っ
た
理
解
の
ま
坐
に
放
置
せ
ら
れ
て
ゐ
た
」
（
傍

点
、
原
文
の
ま
ま
）
。
福
本
イ
ズ
ム
と
し
て
、
日
本
に
導
入
さ
れ
た
目
的
意
識
性
の
運
動
論
は
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
き
わ
め
て
具
体
的
な

展
開
の
方
向
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
労
働
農
民
新
聞
』
の
〃
主
張
〃
は
、
「
右
の
党
の
班
と
組
合
と
の
関
係
、
工
場
内
の

班
の
任
務
に
就
て
は
未
だ
日
本
に
於
て
何
人
に
よ
っ
て
も
明
確
に
せ
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
点
だ
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
自
負
は
正
当
な



新
労
農
党
論
の
一
視
点
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四

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
産
点
に
お
け
る
斑
活
動
の
内
容
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
最
も
勇
敢
な
る
組
合
員
と
し
て
戦
ふ
こ
と
」

で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
党
の
名
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
組
織
し
よ
う
と
し
た
り
、
党
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
外
か
ら
持
ち

（
７
）
 

込
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
「
大
き
な
誤
り
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

新
労
農
党
が
結
党
さ
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
新
労
農
党
樹
立
期
成
同
盟
が
一
九
一
一
九
年
八
月
一
一
○
日
付
で
配
付
し
た
電
燈
料
値
下

げ
を
訴
え
る
ビ
ラ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
細
か
く
分
析
さ
れ
、
批
判
さ
れ
た
。
新
労
農
党
の
指
導
部
は
、
こ
の
ビ
ラ
に
見
ら
れ
る
古
い
ス
タ

イ
ル
の
運
動
姿
勢
に
つ
い
て
、
「
大
衆
と
対
立
し
て
高
い
所
か
ら
教
へ
て
ゐ
る
態
度
だ
」
、
「
戦
ふ
の
は
我
々
だ
、
大
衆
藷
君
は
こ
れ
を
支

持
応
援
し
ろ
と
い
っ
て
い
る
」
と
酷
評
を
与
え
て
い
る
。
新
労
農
党
の
指
導
部
が
提
示
す
る
運
動
の
姿
勢
は
、
ま
ず
自
ら
が
大
衆
の
一
員

と
し
て
行
動
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ
で
は
駄
目
だ
。
我
々
は
大
衆
の
中
に
入
り
、
大
衆
の
一
人
と
し
て
要
求
を
高
く
掲

げ
、
サ
ア
共
に
闇
は
ふ
、
と
持
ち
か
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
大
衆
が
自
己
の
問
題
と
し
て
、
自
ら
闘
争
の
主
体
に
な
る
気
持
に
於
て
藩
起

、
、
、
、

す
る
よ
う
に
持
ち
か
け
、
や
が
て
は
大
衆
自
身
に
そ
の
闘
争
の
た
め
の
組
織
を
持
た
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
と
大
衆
と
を
別
物
と
し
て
取

り
扱
っ
て
高
い
所
か
ら
大
衆
に
教
へ
る
の
で
は
駄
目
だ
。
」
（
傍
点
、
原
文
の
ま
ま
）

以
上
に
見
た
新
労
農
党
の
新
し
い
党
構
造
の
榊
想
は
、
新
労
農
党
の
指
導
部
に
よ
っ
て
、
明
確
に
「
新
形
態
」
で
あ
り
「
新
機
構
」
と

し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
新
労
農
党
の
結
党
大
会
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
〃
結
党
大
会
宣
言
ｌ
本
部
提
出
草
案
Ｉ
〃
は
、
「
わ

が
労
農
党
は
名
実
と
も
に
完
全
に
旧
労
働
農
民
党
の
実
体
の
継
承
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
、
客
観
的
状
勢
の
不
断
の

℃
、
、

、
、
、

転
換
に
照
応
し
て
発
展
し
て
来
た
そ
の
新
形
態
で
も
あ
る
の
だ
」
と
自
己
を
規
定
し
、
「
我
々
の
城
砦
た
る
労
農
党
の
新
機
構
は
、
か
く

（
８
）
 

し
て
見
事
に
築
き
あ
げ
ら
れ
た
」
と
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
新
形
態
」
と

「
新
機
構
」
が
、
「
労
農
同
盟
の
下
に
於
て
持
っ
た
苦
難
の
闘
争
経
験
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
〃
結
党
大
会
宣



言
－
本
部
提
出
草
案
Ｉ
〃
は
、
「
殊
に
新
党
準
備
会
解
散
後
の
数
ケ
月
に
亘
っ
て
、
わ
が
陣
営
が
労
農
同
盟
の
形
態
の
下
に
持
っ
た
闘
争

経
験
こ
そ
は
徹
頭
徹
尾
惨
苦
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
苦
痛
に
満
ち
た
心
情
吐
露
に
近
い
記
述
を
見
せ
て
い
る
。

か
っ
て
、
一
九
○
○
年
代
の
初
頭
に
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
よ
っ
て
レ
ー
ニ
ン
と
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
運
動
へ
の
疑
問
と
し

（
９
）
 

て
提
起
さ
れ
た
、
大
衆
運
動
の
自
然
発
生
性
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
認
識
の
問
題
と
同
じ
内
容
の
問
題
が
、
日
本
の
労
働
運
動
史
上
に

お
い
て
は
、
’
九
二
○
年
代
後
半
の
新
労
農
党
の
党
構
想
と
し
て
、
し
か
も
、
大
衆
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
重
味
を
も
っ
て
、
提
起
さ

れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
大
衆
運
動
に
お
け
る
自
然
発
生
性
を
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
点
は
、
そ
の
ま

ま
、
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
独
自
の
指
導
部
」
と
い
う
党
構
造
の
構
想
に
直
結
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
自
発
的
集
団
の
噴
出

と
そ
の
創
造
的
展
開
と
し
て
の
大
衆
運
動
を
重
視
す
る
運
動
論
の
視
点
は
、
大
衆
運
動
の
組
織
の
あ
り
方
と
構
造
を
、
自
主
的
な
も
の
と

し
透
明
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
、
当
然
、
求
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）
『
現
代
史
資
料
⑭
、
社
会
主
義
運
動
⑪
』
一
九
六
四
年
、
み
す
ず
書
房
、
一
○
三
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
同
右
、
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
同
右
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
『
現
代
史
資
料
⑰
、
社
会
主
義
運
動
⑨
』
一
九
六
六
年
、
み
す
ず
書
房
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
同
右
、
一
一
一
八
一
～
三
八
二
・
ヘ
ー
ジ
。
一
九
二
八
年
一
二
月
一
一
二
～
一
一
一
一
一
日
の
新
労
農
党
（
こ
の
場
合
は
労
働
者
農
民
党
の
名
が
提
案
さ
れ
て
い

た
）
結
党
の
試
み
を
、
市
川
正
一
は
「
合
法
的
屈
従
的
結
党
方
針
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
大
山
郁
夫
は
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
。

「
そ
れ
は
（
新
労
農
党
の
細
領
は
－
引
用
者
）
ま
づ
、
新
党
が
階
級
的
大
衆
的
な
党
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
旧
党
の
綱
領
は
大
衆
的

階
級
的
政
党
の
本
質
に
対
す
る
暗
中
模
索
時
代
に
起
草
決
定
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
笹
だ
瞬
昧
を
極
め
、
特
に
そ
の
中
に
は
、
大
衆

的
階
級
政
党
に
よ
っ
て
到
達
し
得
ら
れ
る
限
界
を
遙
に
超
え
た
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
新
党
綱
領
草
案
に
は
省
か
れ
て
ゐ
る
」

（
〃
新
労
農
党
綱
領
の
基
調
川
『
『
中
央
公
論
』
一
九
二
八
年
一
二
月
。
傍
点
、
引
用
者
）
。
市
川
と
大
山
の
見
解
の
相
違
は
、
「
労
働
者
・
農
民
の

新
労
農
党
論
の
一
視
点

六
五



わ
が
国
の
政
治
学
説
史
に
お
い
て
、
大
山
郁
夫
は
特
異
な
存
在
を
示
し
て
い
る
。
官
学
を
中
心
と
し
た
国
家
学
が
支
配
的
で
あ
っ
た
状

況
の
中
で
、
政
治
社
会
学
的
発
想
を
基
盤
に
し
て
政
治
的
多
元
主
義
を
展
開
し
た
稀
有
の
存
在
が
大
山
郁
夫
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

学
派
の
起
点
で
あ
る
Ｌ
・
グ
ン
プ
ロ
ヴ
イ
シ
シ
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
大
山
の
社
会
集
団
論
を
解
明
す
る
見
解
が
多
い
が
、
大
山
は
、

な
に
よ
り
も
、
一
九
一
○
年
代
に
シ
カ
ゴ
大
学
に
留
学
し
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
総
帥
と
し
て
の
Ｃ
・
メ
リ
ァ
ム
に
師
事
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

大
山
の
政
治
社
会
学
は
メ
リ
ァ
ム
の
政
治
過
程
論
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
拙
稿
〃
日
本
に
お
け
る
政
治
社
会
学
の
成

立
過
程
－
シ
カ
ゴ
大
学
留
学
時
代
の
大
山
郁
夫
－
〃
、
法
政
大
学
『
大
学
助
成
に
よ
る
研
究
経
過
報
告
集
』
第
一
号
、
一
九
七
九
年
、
所
収
、
を
参
照
）
。

大
山
の
政
治
学
の
特
質
は
、
「
ド
イ
ツ
流
の
国
家
学
と
英
米
流
の
近
代
政
治
学
と
の
接
点
に
つ
い
て
、
早
く
か
ら
問
題
意
識
を
も
っ
て
い

新
労
農
党
論
の
一
視
点

一ハーハ

政
府
を
作
れ
！
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
集
約
的
に
表
明
さ
れ
て
い
た
。

（
６
）
内
務
省
響
保
局
『
昭
和
四
年
中
に
於
け
る
社
会
運
動
の
状
況
』
八
○
七
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

（
７
）
『
労
働
農
民
新
聞
』
第
九
○
号
、
一
九
二
九
年
一
○
月
一
二
日
。

（
８
）
『
労
働
農
民
新
聞
』
第
九
一
号
、
一
九
二
九
年
二
月
一
日
。

（
９
）
ロ
ー
ザ
の
組
織
論
的
視
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
女
は
、
社
会
民
主
主
義
運
動
は
大
衆
の
自
立
的
な
行
動
に
依
拠

す
る
史
上
最
初
の
運
動
で
あ
る
、
と
み
て
い
た
」
。
パ
ウ
ル
・
フ
レ
ー
リ
ヒ
『
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
グ
ル
ク
Ｉ
そ
の
思
想
と
生
涯
』
伊
藤
成
彦
訳
、

一
九
七
三
年
、
東
邦
出
版
、
一
二
六
ペ
ー
ジ
。
ロ
ー
ザ
の
、
大
衆
運
動
の
自
然
発
生
性
尊
重
の
理
論
は
、
グ
ラ
ム
シ
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ゲ
ラ
ン
『
革
命
的
自
然
発
生
』
村
上
公
敏
訳
、
一
九
七
六
年
、
風
媒
社
、
一
一
○
九
ペ
ー
ジ
、
を
参
照
。
ロ
ー
ザ

Ⅱ
グ
ラ
ム
シ
ー
新
労
選
党
に
共
通
す
る
組
織
論
的
発
想
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

五
、
新
労
農
党
に
お
け
る
政
治
的
多
元
主
義
の
実
験

ｌ
む
す
び
に
か
え
て
－



ジ
）
。大山の政治社会学的発想は、「時務」的発言としての政治評論を重視させ、舜糀診蝿妙雫に取り組ませる姿勢を導き
出した。第二次世界大戦前の状況で、日本の政治状況の分析に取り組んだ政治学者がほとんどいなかった事実は、か
つて、丸山真男の〃科学としての政治学〃（一九四七年）で指摘された点である。日本の政治学が国家学であったこと
によるそのような通弊が、大山の政治社会学において発現することはなかった。そして、大山の政治社会学的発想は、
わが国における普通選挙制度の実施、すなわち大衆政治状況の出現とともに、きわめて自然な論理展開として、大山
を「理論の人」から「行動の人」へ転化させたのである。大山の日本の現実政治への介入は、一九一一五年、政治研究
会中央委員会の委員長に選出されたことをきっかけにしている。ここで、大山は「学園を出て政治運動へ」突入した
のであるが（前掲『大山郁夫伝』における表現）、大山の場合、「理論の人」と「行動の人」の二つのあり方を分裂させる
発想がなく、前者から後者への転換があったとして、その転換に悲壮感が伴うことはなかった。政治社会学的発想を
支える市民的行動様式からすれば、理論と実践の間にとくに飛び越えなくてはならぬ壁はなかった。そもそも、大山
は、「早稲田騒動」への関与が示すように、「学外政治」にかかわる前に「学内政治」にかかわっていたのであり、
「政治的なるもの」から逃避する姿勢は、その市民的行動様式がもっとも強く拒否するあり方であったのである。
「行動の人」としての大山の政治活動は、政治研究会、労農党（労働農民党）、新労農党（労農党）と続いた。そし

て、これらの政治活動展開の原点となった大山の政治社会学の内容は、「集団コンプレックス」を理論モデルとする
政治的多元主義であり、とくに社会諾集団間の整序の論理としての「分権主義」であった。大山は『現代日本の政治

六
七

新
労
艘
党
瞼
の
一
視
点

たこと」にあると見ることもできる（中村哲〃大山郁夫という星川、前掲『大山郁夫〔評伝・回想〕』「回想」の部、一一一ニペー



新
労
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党
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視
点
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八

過
程
』
（
一
九
二
五
年
）
に
お
い
て
、
「
多
元
的
国
家
観
」
を
「
将
来
の
政
治
思
想
を
支
配
す
る
中
心
的
学
説
と
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
も
の
」

と
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、
ラ
ス
キ
の
「
主
権
三
部
作
」
の
中
の
『
近
代
国
家
に
お
け
る
権
威
』
に
注
目
し
、
そ
の
要
点
を
、
「
多
元
的
国

家
観
の
基
礎
概
念
」
を
「
極
め
て
適
切
に
言
ひ
現
わ
し
て
ゐ
る
」
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
同
書
、
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
以
下
）
。
大
山
の
政

治
的
多
元
主
義
は
新
国
家
論
で
は
な
く
社
会
集
団
論
で
あ
り
、
そ
の
基
本
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
自
発
的
社
会
諸
集
団
を
国
家
と
同
列
に
置

ミ
ス

く
「
分
権
主
義
」
が
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
逆
に
「
法
治
国
家
説
」
や
「
国
家
主
権
論
」
な
ど
は
「
架
空
説
、
若
し
く
は
神
話
」

と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
（
同
書
、
一
一
一
一
一
八
ペ
ー
ジ
）
。

大
山
の
政
治
的
多
元
主
義
は
、
ま
ず
、
現
状
診
断
学
の
基
礎
理
論
と
し
て
活
用
さ
れ
る
。
右
に
見
た
『
近
代
日
本
の
政
治
過
程
』
は
、

付
録
と
し
て
〃
現
政
局
批
判
に
関
す
る
若
干
の
文
書
的
材
料
〃
を
収
め
て
い
る
が
、
こ
の
付
録
の
構
成
は
、
⑪
護
憲
三
派
内
閣
の
構
成
要

因
と
し
て
の
立
憲
政
友
会
、
憲
政
会
、
革
新
倶
楽
部
の
〃
宣
言
書
〃
②
実
業
同
志
会
の
〃
宣
言
〃
⑧
政
友
会
分
派
と
し
て
の
床
次
竹
二

郎
ら
の
〃
宣
言
〃
四
日
本
労
働
総
同
盟
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
現
実
主
義
」
の
〃
宣
言
〃
㈲
政
治
研
究
会
の
〃
無
産
政
党
綱
領
の
基
礎

案
〃
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
構
成
は
、
直
ち
に
大
山
の
日
本
の
政
治
状
況
を
と
ら
え
る
文
脈
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を

物
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
大
山
が
起
草
委
員
の
一
人
と
な
っ
て
作
成
し
た
〃
無
産
政
党
綱
領
の
基
礎
案
〃

の
内
容
は
、
「
産
業
民
主
制
」
の
確
立
を
基
本
方
向
と
し
、
「
地
方
分
権
」
の
考
え
方
を
明
示
し
て
お
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
労
働

者
農
民
に
よ
る
大
衆
政
党
を
、
批
判
科
学
の
産
物
と
し
て
で
は
な
く
、
政
策
科
学
の
産
物
と
し
て
構
想
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
点
に
注

大
山
の
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
け
る
政
治
活
動
展
開
の
頂
点
と
終
点
が
新
労
農
党
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
山
に
お
け
る
政
治
的
多

元
主
義
の
現
実
的
展
開
の
頂
点
と
終
点
が
新
労
農
党
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
新
労
農
党
に
お
け
る
「
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と

目
し
て
お
き
た
い
。



「
独
自
の
指
導
部
」
と
い
う
「
新
形
態
」
と
「
新
構
想
」
は
、
大
山
の
政
治
的
多
元
主
義
、
と
く
に
そ
の
「
分
権
主
義
」
の
も
っ
と
も
具

体
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
新
労
農
党
論
と
し
て
は
、
第
一
に
、
新
労
農
党
の
結
党
と
活
動
を
わ
が
国
に
お
け
る
政
治
的
多

元
主
義
の
実
験
例
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
新
労
農
党
の
結
党
と
活
動
を
否
定
し
た
運
動
と
理
論
に
対
し
て
は
、

そ
ノ
リ
シ
ズ
ム

運
動
論
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
セ
ク
ト
主
義
」
と
し
て
の
批
判
的
把
握
に
止
と
《
る
こ
と
な
く
、
政
治
的
多
元
主
義
を
否
定
し
た
一
枚
岩
主
義

の
運
動
と
理
論
と
し
て
の
さ
ら
に
原
理
的
な
批
判
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。

新
労
農
党
は
、
結
党
す
る
こ
と
を
批
判
さ
れ
、
結
党
し
た
あ
と
は
、
党
内
か
ら
第
一
次
、
第
二
次
の
解
消
運
動
と
い
う
打
撃
を
受
け
、

つ
い
に
、
中
間
派
諸
政
党
と
合
同
す
る
と
い
う
形
に
お
け
る
党
の
解
消
に
追
い
込
ま
れ
た
。
細
迫
兼
光
、
河
上
肇
、
上
村
進
竿
を
巻
き
込

ん
だ
新
労
農
党
解
消
運
動
が
、
「
労
農
党
は
階
級
を
異
に
す
る
も
の
シ
合
成
党
で
あ
り
『
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
原
則
と
す
る
結
果
は

労
働
階
級
の
指
導
権
は
碓
立
せ
ら
れ
ず
…
…
」
と
す
る
主
張
を
理
論
的
根
拠
と
し
て
い
た
点
は
象
徴
的
で
あ
る
（
「
昭
和
五
年
中
一
一
於
ケ
ル
社

会
運
動
ノ
状
況
』
七
六
五
ペ
ー
ジ
）
。

労
働
運
動
、
と
く
に
社
会
主
筆

し
た
が
っ
て
、
運
動
の
組
織
原
則

労
働
運
動
、
と
く
に
社
会
主
義
運
動
の
場
合
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
少
数
派
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
宿
命
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
運
動
の
組
織
原
則
と
し
て
中
央
集
権
原
理
を
崩
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
中
央
集
権
体
制
を
否
定
す
れ
ば
、
少
数
派
運
動

は
鋭
角
性
を
失
い
、
効
果
的
な
運
動
を
展
開
で
き
な
ど
」
と
に
な
る
。
し
か
し
、
大
衆
政
治
状
況
に
お
け
る
中
央
集
権
原
理
の
展
開
が
ど

の
よ
う
な
形
を
と
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
一
枚
岩
主
義
や
ベ
ル
ト
理
論
（
そ
し
て
代
行
機
関
化
論
）
に
直
結
す
る
も
の
で

は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
一
九
二
○
年
代
後
半
の
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
主
義
運
動
の
領
域
に
お
い
て
も
、
創
造
的
展

開
を
試
み
る
余
地
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
三
○
年
を
中
心
に
活
動
を
展
開
し
た
新
労
農
党
に
対
し
、
少
数
派
運

動
の
組
織
原
則
と
し
て
の
中
央
集
権
原
理
は
、
政
治
的
多
元
主
義
の
発
想
と
真
正
面
か
ら
激
突
す
る
以
外
の
あ
り
方
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。

新
労
農
党
瞼
の
一
視
点

六
九



新
労
農
党
瞼
の
一
視
点

七
○

宗
教
戦
争
と
宗
教
的
寛
容
の
世
界
を
経
過
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
精
神
史
に
お
い
て
（
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
の
寛
容
へ
の
手
紙
を
参
照
）
、
少
数
派

運
動
の
構
造
と
組
織
の
論
理
と
し
て
の
中
央
集
権
原
理
は
、
多
元
主
義
を
包
摂
す
る
課
題
を
自
己
の
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
余
地
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
集
中
の
論
理
」
と
「
連
合
の
論
理
」
の
関
連
を
追
究
す
る
実
践
的
理
論
的
課
題
は
、
こ
の
あ
と
の
時
代

へ
、
さ
ら
な
る
検
討
課
題
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
三
九
年
、
翼
賛
体
制
成
立
の
前
年
、
河
合
栄
治
郎
は
『
社
会
政
策
原
理
』
『
第
一
一
学
生
生
活
』
等
の
四
著
書
に
対
し
発
禁
処
分
を

受
け
た
。
検
事
局
は
、
河
合
を
、
出
版
法
第
一
七
条
の
「
安
寧
秩
序
ヲ
索
ル
モ
ノ
」
に
該
当
す
る
と
し
て
起
訴
し
た
が
、
起
訴
理
由
の
一

点
は
、
河
合
の
著
書
に
「
多
元
的
国
家
論
」
が
見
ら
れ
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
「
河
合
教
授
の
多
元
的
国
家
観
は
、
国
家
を
他
の
部
分

社
会
と
同
列
に
置
き
、
国
家
の
絶
対
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
日
本
国
民
の
伝
統
的
な
国
家
尊
重
の
念
を
傷
け
、
か
く
て
戦

時
下
に
お
け
る
国
民
思
想
に
甚
し
い
動
揺
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
が
、
検
事
局
の
起
訴
理
由
の
一
部
分
で
あ
っ
た
（
蝋
山
政

道
『
日
本
に
お
け
る
近
代
政
治
学
の
発
達
』
一
九
四
九
年
、
実
業
之
日
本
社
、
三
○
六
ペ
ー
ジ
）
。
と
こ
ろ
で
、
新
労
農
党
が
解
消
に
追
い
や
ら
れ

た
の
は
、
一
九
三
一
年
、
満
州
事
変
の
前
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
労
農
党
と
い
う
短
命
の
党
の
経
過
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
政
治
的
多

元
主
義
の
展
開
が
、
検
事
局
（
国
家
権
力
）
に
よ
っ
て
弾
劾
を
受
け
る
前
に
、
国
家
権
力
に
対
抗
す
る
運
動
の
内
部
に
お
い
て
、
運
動
の

論
理
と
し
て
弾
劾
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。


